
 

  

 
 
 学区確認申請を必要としない人は（１）及び（２）に該当する人となります。 
 学区確認申請を必要とする人のうち、申請事由によっては、中学校がインターネット出願システム上でチェックを行うこ
とにより、学区確認申請を省略することができます。学区確認申請を省略することができる申請事由については、志願の
てびき、もしくは、後述の学区確認申請フローチャートでご確認ください。 
※「中学校」は神奈川県内にある国立または公立の中学校等で、特別支援学校中学部、義務教育学校等を含みます。 
 

(1) 横浜市内全域を学区とする高等学校の学科・コースに志願する人で、かつ、次のア～エに該当する人 

ア 志願者及び保護者の住所並びに在学中学校の所在地のすべてが横浜市内にある公立中学校の在学者 

 

イ 志願者及び保護者の住所がともに横浜市内にある、公立以外の中学校の在学者 

 

（ア・イに該当する人は、【通学区域規則上の区分】は「第３条」となります。） 

 

ウ 志願者及び保護者の住所並びに在学中学校の所在地のすべてが県内の横浜市外にある公立中学校の在学者 

 

エ 志願者及び保護者の住所がともに県内の横浜市外にある、公立以外の中学校の在学者 

 

（ウ・エに該当する人は、【通学区域規則上の区分】は「第４条」となります。） 

 

(2) 神奈川県内全域を学区とする高等学校の学科・コース及び特別募集に志願する人 

（【通学区域規則上の区分】は「第３条」となります。） 

 

 
 
 
  

横浜市立の全日制の高等学校を志願する場合の学区確認申請のフローについて、以下のとおりです。 

・「㋐・㋒高等学校」及び「各高等学校の学区」については、「学区について」をご参照ください。 

 

※ ①の高等学校を志願する人で、かつ、県教育長の志願の承認（全日制の課程）を必要とする人は、学区確認申請が必要です。 
 
（1） 令和８年４月１日までに転居予定がある方向けの学区確認フローチャート 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・学区確認申請が必要です。 

・学区確認申請の結果を出願サイトで確認してください。 

・出願サイトでの志願情報申請時に通学区域規則上の区分で 

学区内なら【第３条】、学区外なら【第４条】を選択してください。 

・学区確認申請は不要です。 

・出願サイトでの志願情報申請時に通学区域規則上の区分で 

 【第３条】を選択してください。 

県外居住で 

県内への転居予定がある 

県内在住で 

横浜市の内外での 

転居予定がある 

・志願資格承認申請と学区確認申請が必要です。 

・学区確認申請の結果を出願サイトで確認してください。 

・出願サイトでの志願情報申請時に通学区域規則上の区分で、 

学区内なら【第３条】、学区外なら【第４条】を選択してください。 

・学区確認申請は不要です。 

※県教育委員会に志願資格承認申請が必要です。 

・出願サイトでの志願情報申請時に通学区域規則上の区分で 

【第３条】を選択してください。 

㋐横浜市内全域を学区 

とする高校を志願予定 

㋒県内全域を学区 

とする高校を志願予定 

㋐の横浜市内全域を学区

とする高校を志願予定 

㋒の県内全域を学区 

とする高校を志願予定 

【全日制の課程】学区確認申請を必要としない人 

【全日制の課程】学区確認申請フローチャート 



 

  

(2) 令和８年４月１日までに転居予定のない方向けの学区確認フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい 

はい 

中学３年生で 

卒業見込みである 

◎学区確認申請を必要としない人 

に該当する 

いいえ（既卒） ・学区確認申請は省略できます。 

・出願サイトでの志願情報申請時に通学区域規則上の区分で、 

学区内なら【第３条】、学区外なら【第４条】を選択してください。 

※学区確認とは別に、中学校に提示書類等が必要です。 

・学区確認申請は不要です。 

・出願サイトでの志願情報申請時に 

通学区域規則上の区分で【第３条】を選択してください。 

住所と通学している公立中学校が 

横浜市の内外にまたがっている 

・学区確認申請は省略できます。 

・出願サイトでの志願情報申請時に通学区域規則上の区分で、 

 学区内なら【第３条】、学区外なら【第４条】を選択してください。 

本人及び一方の保護者の住所と 

もう一方の保護者の住所が 

県内の横浜市の内外で異なる 

㋒県内全域を学区とする高校を 

志願する予定である 

はい ・学区確認申請は不要です。 

・出願サイトでの志願情報申請時に通学区域規則上の区分で 

学区内なら【第３条】、学区外なら【第４条】を選択してください。 

・学区確認申請は省略できます。 

・出願サイトでの志願情報申請時に通学区域規則上の区分で 

学区内なら【第３条】、学区外なら【第４条】を選択してください。 

はい 

いいえ 

いいえ 

【その他、特別な事情等がある】 

中学校とご相談ください 

いいえ 

はい 

いいえ 

（㋐の横浜市内全域を学区とする高校を志願予定） 

・中学校は、学区確認申請を省略できる事由に該当する志願者に対して、 

出願サイトの中学校の証明・同意・確認の項目Ｃに、確認の✔をつけます。 

・中学校は、学区外から志願する（第４条）志願者に対して、 

出願サイトの中学校の証明・同意・確認の項目Ｂに、同意の✔をつけます。 


